
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

疑義解釈資料の送付について(その 10) ・・・ 令和 4 年 6 月 1 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※文書中の（1-2）とは、「その１」の「問２」の意。 
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初診料の注11及び再診料の注15に規定する外来感染対策向上加算の施設基準において、「新興感染症の

発生時や院内アウトブレイクの発生時等の有事の際の対応を想定した地域連携に係る体制について、連

携する感染対策向上加算１に係る届出を行った他の保険医療機関等とあらかじめ協議されていること」

とされているが、有事の際の対応を想定した地域連携に係る体制が保健所等の主導により既に整備され

ており、連携する感染対策向上加算１に係る届出を行った他の保険医療機関等が当該体制に参加してい

る場合、当該体制に参加することをもって上記の施設基準を満たすものと考えてよいか。（10-1） 

 

差し支えない。 

 
 
外来感染対策向上加算及び区分番号「Ａ２３４－２」感染対策向上加算の施設基準において、「１週間

に１回程度、定期的に院内を巡回し、院内感染事例の把握を行うとともに、院内感染防止対策の実施状

況の把握・指導を行うこと」とされているが、院内の巡回は、毎回全ての部署を回らなければならない

のか。（10-2） 

 

無床診療所の場合は、各診察室については毎回巡回するとともに、診察室以外の場所についても、少な

くとも月に一度は巡回すること。 

 
 
 

 

 

３月31 日事務連絡別添１の問223 において、副鼻腔内陰加圧ネブライザ、喉頭及び喉頭下ネブライザ

及びアレルギー性鼻炎に対する鼻腔ネブライザを同一日に実施した場合、それぞれについて区分番号

「Ｊ１１４」ネブライザを算定することはできず、主たるもののみについて算定することが示された

が、同一日に複数回ネブライザを用いて患者に吸入させることが求められる薬剤を使用し、医学的必要

性に基づき、同一日に複数回受診しネブライザを実施した場合の算定については、どのように考えれば

よいか。（10-8） 

 

医学的判断により算定すること。なお、同一日に複数回受診しネブライザを実施する場合においては、

医学的必要性を摘要欄に記載すること。 
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